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○ 科学研究費補助金による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったやむ

を得ない事由により年度内に完了することが困難となった補助事業について、
文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を
翌年度に繰越すことができる制度です。
※ 基金種目は対象外（一部基金種目のうち科学研究費補助金部分は対象）。

○ 翌年度に繰越すことができるのは、計画の変更等に伴い当該年度中に使用する
ことができなかった研究費です。
例えば、研究計画の終了後に余った研究費（余剰金）は、繰越しの対象にはなりま
せん。

１．繰越制度とは

（参考）過去の実績

平成23年度 2,677件、平成24年度 1,870件、平成25年度 1,465件
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２．繰越制度の概要

＊ しかし、研究計画の進捗は、研究者の努力だけでコントロールできるものでない。

例えば、

・研究を進めていく途中での思わぬ実験結果や想定外の問題発生

・地震や豪雨等の災害、研究協力者の状況変化、研究機器等の不調など

○ 研究現場の実態に即した

効率的・効果的な使用

○ 柔軟な使用

毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することがで

きない。（会計年度独立の原則）

制度の活用促進
○ 会計期間逸脱等の制度の認識不足に

よる不用意なルール違反の防止

○ 架空請求による預け金などの

不正使用の防止

促進の効果

科学研究費補助金の繰越制度は会計年度独立の原則の例外として認められている。
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１．（⑦ア）研究に際しての事前調査の困難
想定外の事由により、事前調査の見直しなどが必要な場合

２．（⑦イ）研究方式の決定の困難

想定外の事由により、新たな研究方式を採用することが必要となった場合

３．（①エ、①キ）計画に関する諸条件
予期せぬ問題が発生し、解決するまで、研究の延期が必要となった場合

例：研究協力者（機関）の事情、学会等の事情、機器の故障等

４．（⑥オ）資材の入手難
予期せぬ外的要因により、計画通りに研究用資材を入手できなくなった場合

５．（⑧）相手国の事情
研究に関係する相手国における想定外の事情により、当初計画を延期又は中断する
ことが必要となった場合

６．（③ア、③イ、③ウ、③エ）気象の関係
豪雨や豪雪などの例年とは異なる気象条件により当初計画を延期又は中断する
ことが必要となった場合

３．繰越事由の分類
繰越しの対象となるのは、以下の６つの繰越事由のいずれかに該当するものです。
（平成２６年度より、「５．（⑧）相手国の事情」が追加されました。）

※ 記号は、財務省の分類による。

※※ 詳細は「繰越申請に当たっての留意事項」のⅢ繰越事由一覧を参照してください。 4



４．繰越要件の確認

①計画の内容と時期は明確であるか？
×当初から当該年度中に完結しないことが明らかなもの

②繰越事由の発生した時期はいつか？
×交付決定時には既に発生・判明していた

③当初計画では予想し得なかったものか？
×研究者の自己都合
×事前の調整不足や甘い見込みの研究計画、当初から容易に予想される事由

④計画の見直し、繰越しが不可欠であるか？
×当該年度中に再調整を検討していない
×当該年度中に再調整が可能

⑤計画の見直しの具体的内容、見直し期間が明確化されているか？
×全く異なる研究目的となる変更
×不合理な変更
×翌年度中に事業が完結することが未確定

繰越制度は会計年度独立の原則の例外として財務大臣の承認も必要とするため、

以下の要件を全て満たさなくてはなりません。
（×は繰越要件に該当しません。）
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繰越申請書類の提出先は、平成２５年度より文部科学省から日本学術振興
会に変わっています。
繰越申請に際し、研究者が作成する書類は、以下の書類１枚のみです。

（様式C-26）「繰越（翌債）を必要とする理由書」
※ 特別推進研究は、様式CK-26。

平成２５年度より、一部の研究種目を除き、申請書類の作成等に「科研費電子申請シ
ステム」を使用していただくことになっています。
繰越事由が発生し、要件に合致した場合には、下記の分類により、電子申請システム、

もしくはMicrosoft EXCELで様式C-26（または様式CK-26）を作成し、所属機関が指定す

る期日までに提出（送信）してください。

新学術領域研究、基盤研究（S･A･B･C）、
若手研究（A･B）、研究活動スタート支援

特別推進研究、奨励研究、特別研究促進費、
研究成果公開促進費、特別研究員奨励費

５．申請手続
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○ 研究期間の初年度や最終年度であっても、繰越事由に該当すれば、繰越しは可能 です。

○ 繰越（翌債）は、「当該年度の補助事業を、翌年度まで延長して」行うことになります。
従って翌年度は、同一の研究課題であっても、前年度から繰越しが認められた研究費と当該
年度の研究費は、別々の補助事業であるため、両者を合算して使用することはできません。

○ 繰越された研究費は、翌々年度に再度繰越すことはできません。

○ 間接経費は、原則、繰越申請する直接経費の額に応じ、３０％相当額を繰越申請することに
なっていますが、研究機関において平成２６年度内に既に全額執行している場合や、執行予
定額が決まっている場合は、直接経費の額の３０％相当額未満であっても構いません。
（間接経費については、所属機関の事務担当者に確認してください。）

○ 産前産後の休暇、育児休業により研究を中断し、翌年度以降に再開しようとする場合は、
「育児休業等による中断」の制度をご利用いただくことになります。

○ 繰越制度の要件に合致せず繰越制度を利用できない場合、または、繰越申請期限を過ぎた
後に繰越事由が発生した場合は、「調整金」制度により次年度使用の申請ができる場合があ
ります。
※ 詳細は、日本学術振興会科研費ホームページ等をご参照ください。

６．その他留意事項

7



8
8



9
8 9


